
令和２年度「ふれあいファミリアミーティング」回答表【箕輪区】

№ 意見・要望要旨 担当課 回答

1

箕輪耕地の農道の痛みが激しいです。
部分的には応急処置が進められていま
すが、穴が大きくなっています。早め
の対応をお願いします。

農政課 当該道路は随時、継続的に補修を行っ
おり、当該箇所の一部については、本
年度中に補修工事の実施を予定してい
るところです。
今後とも、舗装の痛みの状況などを確
認しながら、補修を行ってまいりま
す。

2

水道みちの歩道部のフェンスに錆や変
形があります。補修などの対応をお願
いします。

道路課 12月24日に、水道坂上から県道54号ま
での間のガードレールなど、安全施設
を点検しました。腐食による劣化や変
形が確認された箇所は補修しました。

3

防災行政無線が聞こえづらいです。毎
年、大きな災害が発生している状況で
すので、緊急時の情報伝達について改
善してほしい。

危機管理室 防災行政無線放送が聞き取りづらい原
因としては、スピーカーからの距離や
立地条件、気象状況などが考えられま
すが、現地で聞き取り調査を実施し、
音量調節などを検討させていただきま
すので、具体的な調査日程などについ
て、今後、ご連絡をさせていただきま
す。
また、放送の際には、音声のスピード
や音量に注意するなど、聞き取りやす
い放送に努めておりますが、聞き取り
にくい場合には、電話で放送内容を聞
くことができる「音声自動応答サービ
ス」（フリーダイヤル0120-530-310）
や、「あいかわ防災行政無線情報メー
ル」もご利用ください。
なお、住宅の中で防災行政無線放送を
聞くことができる「戸別受信機」の有
償配布を、1月12日から受け付けていま
すので、ご活用いただければと存じま
す。
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4

道路が暗いので、愛川中原中学校敷地
内の外灯を、夜間に点灯してほしい。

教育総務課 学校内部を照らす外灯については、夜
間の「たまり場」となることを防ぐな
ど防犯面を考慮し、消灯しておりまし
たが、現在、運用面を見直し、点灯し
ております。

5

原箕輪と睦台の広報案内板は新しい板
に更新されているが、下箕輪農村公園
と幣山公民館に設置の広報案内板の痛
みが激しいので補修をしてほしい。

総務課 状況を確認し、2月18日に板の交換を完
了しました。

6

町のホームページでは新型コロナウイ
ルス感染症の情報や医療情報、イベン
ト情報などが確認できます。
ただ、厚木市などのホームページで
は、県の発表資料から抜粋した市内の
新型コロナ発生状況を見ることができ
ます。
同様に町のホームページでも町内の発
生状況を確認できるようになりません
か。

健康推進課 町ホームページ内に県の感染者情報の
ページへのリンクを設置し、ご確認い
ただけるようにしていますが、さらに
分かりやすくするために、町民の方の
感染情報を県の発表情報から抜粋し、
町ホームページに直接掲載するように
しました。

7

令和2年度は、コロナ禍により町・行政
区のイベントが中止され、会議などは
書面開催などに変更されています。
対応が難しい課題ではありますが、令
和3年度に向けて、町の方向性などはあ
りますか。

行政推進課 基本的には、新型コロナの感染予防に
最大限配慮した中で、できる限り開催
したいと考えておりますが、町民皆様
の命と生活を守ることを第一とした上
で、直近の感染状況を十分に見定め、
最終的に判断してまいります。

8

下箕輪農村公園の樹木が大きくなって
います。大きな木の枝切りは高所作業
となり、自治会では困難です。町で枝
切りをできませんか。
また、公園内は雑草が生えやすくなっ
ていたり、雨が降るとぬかるみが発生
します。砂などを入れることはできま
せんか。

農政課 下箕輪農村公園の樹木整備は今年度中
に実施します。ぬかるみの整備につい
ては、実施時期等について地域の皆さ
んとご相談しながら、対応したいと考
えております。

2/4



№ 意見・要望要旨 担当課 回答

9

農村環境改善センターの利用時には、
使用料のほかに、時期によって「暖房
費」「冷房費」を支払っています。期
間内でも、その日の気温や使用方法に
よって冷暖房が必要ない場合もあるの
で、そのようなときは支払う必要がな
いのでは。
また、近隣市町村で「暖房費」「冷房
費」を徴収している公共施設は少ない
と思います。廃止できないのでしょう
か。

農政課 現在、農村環境改善センターの夏季と
冬季における利用に際しては 、使用料
のほか、冷暖房料金相当分として、加
算料の負担をお願いしています。
しかしながら、町の他の公共施設では
そのような規定を設けておりませんの
で、他施設との料金バランスを考慮
し、加算料をいただかない方向で、料
金設定の在り方について検討してまい
りたいと考えております。

10

水道坂から見る箕輪耕地の景観はすば
らしく、最近では写生や写真撮影をし
ている人が増えています。
ただ、歩道部分でしか行えないので、
写生や撮影ができる場所を設置するこ
とはできませんか。

道路課 景観を楽しむスペースについては、地
形上、安全に利用できる用地の確保が
できないため、設置は難しいものと考
えております。

11

県道65号の、角田117-1付近にある横
断歩道は、中津方面に向かってカーブ
になっているため、運転者から横断者
の確認が遅れ、事故に繋がる可能性が
あります。また、近くには体の不自由
な方の施設もあります。
最近のニュースでは、横断歩道で歩行
者が待っている場合に停車する車は2割
程度とのことです。この横断歩道も、
停車しない車が多いため、信号機の設
置など、交通事故防止の検討はできま
せんか。

住民課
道路課

横断歩道や信号機は、横断歩行者の数
や交通量などを総合的に判断して、厚
木警察署（公安委員会）が設置します
ので、改善や設置について要望してま
いります。
なお、「横断者に注意」という路面標
示が薄くなっていますので、道路管理
者である神奈川県（厚木土木事務所）
に修繕を要望いたします。
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13

県道54号の、角田1356-4（萩原自動
車）付近は交差点になっており、設置
されているカーブミラーで状況確認し
ています。
しかし、箕輪交差点から田代方面に向
かい、この交差点を右折する際に、対
向車の確認がしづらいです。
カーブミラーの設置場所やミラーの大
きさ、日差しの影響と思われます。交
通事故が起きないよう、対策を検討し
てください。

住民課
道路課

既存のカーブミラーは、交差点を直進
（カーブ）する際に対向車両を確認し
づらいことから、道路管理者である神
奈川県（厚木土木事務所）が設置した
ものです。
右折時の対向車両を確認するための
カーブミラーにつきましては、行政区
からの設置要望箇所の優先度などを考
慮しながら検討してまいります。

町では、河川敷での火災発生時に有効
な消火活動ができるよう、河川から取
水が可能な場所を調査し、有事に備え
ています。
火災予防には、原因となる雑草やごみ
などを除去することが重要です。河川
管理者である神奈川県では、「河川草
刈り・清掃の自治会委託制度」を設け
ており、中津川では下谷八菅山区など
町内の６団体のほか、厚木市の自治会
などを含めた全１０団体がこの制度に
登録し、河川の草刈りや清掃活動を実
施しておられます。
この制度のように、地域住民の皆さん
の力をお借りすることも、河川敷での
火災予防対策として大変有効な手段と
なります。
また、地域の皆さんが河川敷周辺を散
策されるだけでも、たき火の放置や不
法投棄物の焼却、不審火や放火などの
予防に有効ですので、上記制度と併せ
てご検討いただけたらと存じます。

12

寒くなると中津川河川敷で枯草などに
よる火災が発生しています。対策など
ありましたら、教えてください。

道路課
消防課
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